

尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務仕様書

１　件名
　　尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務

２　契約期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３　就業場所
　　尾道市新高山三丁目１１７０番地１７７　尾道市立市民病院

４　派遣人数
　　１１名

５　勤務体制
　(1)　就業日
　　　月曜日から金曜日まで
　(2)　就業時間
　　　１６時３０分から２３時３０分まで
　　　※　時間外及び休日勤務は、原則実施しないが、業務上必要がある場合には、時間外勤務を命ずることができるものとする。
　(3)　休憩時間
　　　６０分
　(4)　休日
　　　土曜日、日曜日、年末年始(１２月２９日から１月３日まで)及び「国民の祝日に関する法律」により定められた休日
　(5)　休暇、遅刻、早退及び欠勤の取扱い
　　　実労働時間に対して支払を行うものとし、休暇及び遅刻・早退等により業務に従事しなかった時間については支払を行わない。
　(6)　勤務時間管理
　　　勤務時間管理簿等で、派遣労働者が記載したものを当院の勤務時間管理員が確認する。

６　業務内容
　　別紙「夜間看護補助者（ナイトアシスタント）の業務内容」のとおり
　　ただし、本仕様書に定めのない事項であっても、現場の状況に応じ、当院が必要と認めた軽微な作業については、契約金額内で実施するものとする。
７　責任者及び指揮命令者
　(1)　派遣元責任者：派遣元事業者から１名を専任
　(2)　当院責任者：看護部長
　(3)　指揮命令者：派遣労働者が配置された部署の各病棟師長

８　苦情及び苦情担当責任者
　(1)　派遣元事業者は、苦情の内容を遅延なく当院へ通知するとともに、苦情その他当該業務の実施に当たり生ずる問題の適切かつ迅速な解決に努めるものとする。
　(2)　苦情処理担当者は、次のとおりとする。
　　ア　当院苦情処理担当者：副看護部長
　　イ　派遣元苦情処理担当者：派遣元事業者が指定する者
　(3)　当該業務の実施に当たり、派遣労働者から当院の苦情処理担当者に苦情の申出があった時は、苦情の内容を迅速に派遣元事業者に連絡し、適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知することとする。

９　派遣元事業者の責務
　(1)　契約締結後、派遣元事業者は、業務期間開始の１５日前までに派遣労働者の名簿を提出すること。
　(2)　派遣労働者が病気等の理由により、業務に従事できなくなった場合等において、派遣元事業者は、責任を持って代替人員の確保を図ること。なお、業務の継続性及び効率性の観点から、代替人員の派遣を求めないことがある。また、派遣労働者を変更する場合は、原則として変更の１か月前に協議し、十分な引継ぎをもって以後の業務に支障のないようにすること。
　(3)　派遣元事業者は、派遣労働者の派遣に際し、事前に業務内容について説明を行い、就労可能であると認めたものを派遣すること。
　(4)　雇い入れに際し、法定の健康診断の他、当院の定める検査（別表１）を派遣元事業者において実施すること。
　(5)　派遣元事業者は、派遣労働者全員の健康管理のため、年１回以上の健康診断を実施するとともに、その受託業務に必要な感染症検査等を実施すること（別表１）。なお、健康診断の結果は当院に報告し、感染等が判明した場合は直ちに必要な措置を講じること。
　(6)　派遣元事業者は、派遣労働者の勤務状態不良等により病院運営に支障を来す恐れがあることを理由に当院から従事者の変更を命ぜられた場合は、これに応じなければならず、この変更に要する費用は派遣元事業者の負担とする。
　(7)　派遣元事業者は、派遣労働者に対して次の事項について指導を徹底しなければならない。
　　ア　契約期間終了後においても、業務上知り得た情報・事項については、第三者に漏らさないこと。
　　イ　業務に関する一切の書類や備品の持ち出し、また、私物化をしないこと。
　　ウ　感染対策を十分に講じること。
　(8)　派遣元事業者は、派遣労働者に対し、業務従事前に麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘、Ｂ型肝炎の抗体価検査を実施し、十分な抗体価の基準に満たない場合は予防接種を実施すること（別表２）。なお、これらの経費は派遣元事業者が負担するものとする。また、派遣元事業者は抗体価検査及び予防接種に関する記録を当院に提示すること。
　(9)　派遣元事業者は、派遣労働者に対してインフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの接種を推奨するものとする。
　(10)　派遣元事業者は、派遣労働者に対して安全衛生教育に加え、派遣労働者が当院の指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規律、当院の理念を遵守し、就業の諸規則に違反しないよう、業務従事前に教育・指導等適切な措置を講じること。

１０　派遣労働者の責務
　(1)　業務の適正化
　　ア　派遣労働者は、接遇、身だしなみ、言葉遣い等に注意しなければならない。
　　イ　派遣労働者は、職場の風紀を乱すことのないよう注意しなければならない。
　　ウ　派遣労働者は、業務を遂行するにあたっては、迅速かつ正確に行い、報告をすること。
　　エ　派遣労働者は、業務内容に不明があった場合、主観的な判断で処理することなく、その都度指揮命令者の指示を受けるものとする。
　　オ　休暇を取得する場合及び早退をする場合は、配置された部署の看護師長又は看護師長不在の際には代理の者に事前に申し出ること。また、速やかに休暇届等を提出すること。遅刻、欠勤をした場合についても、事後に欠勤届を提出すること。
　　カ　派遣労働者は、体調チェックを毎日行い、次の症状がある場合は当院に報告すること。
　　　（ア）　発熱等風邪の症状がある場合
　　　（イ）　下痢の症状がある場合

　(2)　執務環境の整理
　　　派遣労働者は、業務に係る環境を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

１１　その他遵守事項
　(1)　一般的事項
　　ア　派遣労働者は、当院の指揮監督のもとに業務を遂行しなければならない。
　　イ　派遣労働者は、当院の信用を失墜させる行為をしてはならない。
　　ウ　派遣労働者は、勤務時間中は業務の遂行に専念すること。
　　エ　派遣労働者は、勤務時間中は当院が貸与する名札・制服を着用すること。
　　オ　派遣労働者は、当院における病棟看護補助業務に関する院内の研修プログラムを受講すること。
　　カ　派遣元事業者は、感染症に係る指示を派遣元責任者又は指揮命令者から受けた場合は、指示及び院内感染対策マニュアル等に従い、対応すること。
　(2)　守秘義務に関する事項
　　　派遣元事業者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容を他の目的に使用してはならない。又、第三者に開示・漏えいしてはならない。業務完了又は契約解除後も同様とする。

１２　経費の負担区分
　(1)　業務を実施する上で必要な備品、消耗品は、当院が貸与又は提供する。
　(2)　ロッカーは、病院のものを使用し、使用料は無料とする。
　(3)　派遣労働者の交通費については、契約単価に含まれるものとする。なお、駐車場を使用する派遣労働者がある場合においては、派遣元事業者においてとりまとめの上、当院へ申請を行うこと。駐車料金は、無料とする。
　(4)　雇い入れ時及び定期健康診断の費用は、派遣元事業者の負担とする。
　(5)　業務従事開始後の感染対策にかかる予防接種費用は、派遣元事業者の負担とする。
　(6)　派遣労働者の制服は、当院が貸与する。


１３　派遣契約の解除
　　　派遣元事業者又は派遣労働者に次の事項に該当する行為があったときは、契約を解除できるものとする。なお、この場合当院は損害賠償の責を負わない。
　(1)　不当な行為があったとき。
　(2)　派遣労働者が正当な理由なく業務を放棄し、派遣元事業者が対処しないとき。
　(3)　正当な理由なく当院の指示に従わないとき。
　(4)　業務に対する状況が著しく誠意を欠くと認められるとき。

１４　業務の引継
　(1)　退職等により派遣労働者が交代する場合は、業務の支障とならないよう引継期間を設けること。なお、当院が支払う引継期間中の労働者派遣料については、前任者分のみとする。
　(2)　派遣期間の満了あるいは契約解除等により派遣元が変更となる場合は、期間満了までの間、信義則に則り誠実に契約を履行すること。また、後継業者に対する引継も最大限努力すること。

１５　派遣法に基づく情報提供
　(1)　業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練：有
　(2)　食堂：無
　(3)　売店：有（平日　午前８時～午後６時）　※令和７年１２月１日時点
　(4)　休憩室：有
　(5)　更衣室：有（ロッカー貸与）
　(6)　制服の貸与：有（２着）

１６　再委託の禁止
　　　本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

１７　その他
　　　その他、本仕様書に記載する内容に関して生じた疑義事項等については、当院と派遣元事業者において別途協議する。


別紙　夜間看護補助者（ナイトアシスタント）の業務内容

勤務時間　１６：３０～２３：３０(休憩６０分)
	時間
	時間業務
	時間未定業務

	16:30

17:00
18:00



19:00















22:00



23:00




23:20
23:30
	申し送りの会へ参加、リーダー看護師とミーティング
食前の患者の準備
食事の配膳とセッティング
食事の運搬（転棟先の病棟へ運ぶ、転棟前の病棟へ取りに行く）
下膳（食事摂取量のチェックを含む）
洗面介助
寝衣、寝具、リネン類の取扱い
患者の散歩、買物などの付添い
スタッフステーションの窓口対応
お茶ボトルの回収、洗浄
廊下のエプロン、手袋、手指消毒薬の補充
吸入器のボトルの交換、吸引チューブの補充
ポータブルトイレの設置
ポータブルトイレ、尿器、便器内の排泄物の片付け、洗浄、排尿回数のチェック
尿器の交換、洗浄、消毒
空の配薬箱の回収と清掃
おむつ交換、体位変換の介助、汚染オムツの片付け
使用物品の洗浄と後始末
器械・器具類の点検・整備・片付け
滅菌器材の定数確認
清拭車点検整備、清拭タオルの準備・加温
手拭きおしぼりの補充
体位変換・オムツ交換の介助、汚染オムツの片付け
ポータブルトイレ、尿器、便器内の排泄物の片付け、洗浄、膀胱留置カテーテルバック内の尿の破棄
報告
勤務終了
	・栄養管理室へ食事を取りに行く
・食待ち検査・術後の食事の世話
・患者の移送
・患者の見守り、センサーコール時の訪室（認知症患者を含む）
・物品の受領、借入、返却、運搬（検体、臨時・緊急薬品、輸血、緊急必要物品、ME機器センターの物品など）
・患者の荷物の受渡し、受取
・身体清潔のための準備、片付け
・寝衣交換の介助
・エアーマットの準備、片付け
・酸素吸流量計の準備・片付け
・アイスノンの準備・交換・片付け
・ベッドメーキング、シーツ交換
・退院ベッドの清掃
・寝衣、寝具、リネン類の取扱い
・付き添い寝具の準備・片付け
・私物洗濯物の取扱い
・清掃、整理・整頓
（病室、廊下手すり、洗面所、トイレ、デイルーム・エレベーターホール、パントリー、処置室・安静室・説明室・スタッフステーション、汚物処理室（洗浄室））
・病室、デイルームのカーテン、ブラインドの開閉



[bookmark: _GoBack]別表１　健康診断項目
	業務従事前
	自覚症状、身長、体重、腹囲、視力、聴力、胸部X線、心電図検査、血圧、尿検査、血液一般(WBC、RBC、Hgb)、肝機能他（GOT、GPT、γ-GTP、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、血糖値）

	定期健康診断
	自覚症状、身長、体重、腹囲、視力、聴力、胸部X線、血圧、生化学検査、赤血球・白血球・血小板等検査、尿検査、心電図検査（35歳及び40歳以上）、便潜血（40歳以上）、肝炎検査（該当者のみ）、麻疹・風疹・水痘・ムンプス抗体価（該当者のみ）、T‐SPOT、胃の検査（40歳以上希望者のみ）



別表２　ウイルス抗体価とワクチン接種の判定基準
	疾患
	判定
	基準値
	定性
	基準値に基づくワクチン接種の回数

	
	
	
	
	基準値
	ワクチン接種

	麻疹
IgG抗体
（EIA法）
	基準を満たす
	4.0以上
	＋
	16.0以上
	不要

	
	基準を満たさない
	2.0～3.9
	±
	2.0以上16.0未満
	1回接種

	
	陰性
	2.0未満
	－
	2.0未満
	2回接種

	風疹
IgG抗体
（EIA法）
	基準を満たす
	4.0以上
	＋
	8.0以上
	不要

	
	基準を満たさない
	2.0～3.9
	±
	2.0以上8.0未満
	1回接種

	
	陰性
	2.0未満
	－
	2.0未満
	2回接種

	水痘
IgG抗体
（EIA法）
	基準を満たす
	4.0以上
	＋
	4.0以上
	不要

	
	基準を満たさない
	2.0～3.9
	±
	2.0以上4.0未満
	1回接種

	
	陰性
	2.0未満
	－
	2.0未満
	2回接種

	流行性
耳下腺炎
IgG抗体
（EIA法）
	基準を満たす
	4.0以上
	＋
	4.0以上
	不要

	
	基準を満たさない
	2.0～3.9
	±
	2.0以上4.0未満
	1回接種

	
	陰性
	2.0未満
	－
	2.0未満
	2回接種

	HBs抗体
（CLIA法）
	基準を満たす
	10.0以上
	＋
	10.0以上
	不要

	
	陰性
	9.9以下
	－
	9.9以下
	1シリーズ接種


＊一般社団法人　日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第4版」（2024年）引用




2

image3.png
(2] BRLA - LA K - RATIEE TR ZDIS &

EEEFSE

7F 1 EEE

HAERE

(5363

—
—

70F V1 EEE H

4B EHITT
2EBE®EE





image4.png
(1] BRFFRDI5HE

N [=3E308 kY

O e faps 27'7,);; (95F > RisE

= Bt 1S)—2 S— Anane
R (BEDEE (BEDEE BsIE





image1.png
(2] BRLA - LA K - RATIEE TR ZDIS &

EEEFSE

7F 1 EEE

HAERE

(5363

—
—

70F V1 EEE H

4B EHITT
2EBE®EE





image2.png
(1] BRFFRDI5HE

N [=3E308 kY

O e faps 27'7,);; (95F > RisE

= Bt 1S)—2 S— Anane
R (BEDEE (BEDEE BsIE





